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諮問庁：法務大臣 

諮問日：平成２７年７月２２日（平成２７年（行情）諮問第４５６号） 

答申日：平成２８年６月３０日（平成２８年度（行情）答申第１６４号） 

事件名：「自動車損害賠償訴訟事務提要（改訂版）」の一部開示決定に関する

件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   自動車損害賠償訴訟事務提要（改訂版）（以下「本件対象文書」とい

う。）につき，その一部を不開示とした決定については，別紙２に掲げる

部分を開示すべきである。 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

 １ 異議申立ての趣旨 

   行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２７年４月１５日付法務省訟民第

３６２号により法務大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が行

った一部開示決定（以下「原処分」という。）について，その取消しを求

める。 

 ２ 異議申立ての理由 

   異議申立ての理由は，異議申立書及び意見書によると，おおむね以下の

とおりである。 

 （１）異議申立書 

    本件部分開示決定は法５条５号及び６号を理由とするものである。 

    しかし，具体的にいかなる理由により不開示情報に該当するかが分か

らないから，これを明らかにしてもらうために異議申立てをする。 

 （２）意見書 

   ア 法５条５号に該当しないこと 

   （ア）一般論としての，訴訟対応方針に関する情報等が開示されたとし

ても，率直な意見の交換等が損なわれるとはいえない。 

   （イ）本件文書が開示された場合，国等の訴訟対応方針等が正確に理解

されることになるのであるから，不当に国民の間に混乱を生じさせ

るおそれはないといえる。 

   （ウ）改訂の際の自由かつ率直な協議検討が不当に損なわれるおそれが

ある部分については法５条５号の不開示情報に該当するのであるか

ら，本件文書の開示によってそのような弊害が生じるとはいえない。 
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   イ 法５条６号ロ及び柱書きに該当しないこと 

   （ア）国等の訴訟対応方針等のいずれかが開示されただけで，国等の当

事者としての地位が害されるとはいえない。 

   （イ）本件文書が開示された場合，国等の訴訟対応方針等が正確に理解

されることになるのであるから，個々の訴訟に対する国等の適切な

対応を困難にさせるおそれはない。 

   （ウ）国等の訴訟対応方針等のうち，真に不開示情報に該当するものに

ついては不開示とされるのであるから，本件文書の開示によって，

訟務事務従事職員が訴訟を担当する際の執務資料として不十分なも

のにせざる得なくなるおそれはない。 

   （エ）平成１８年度（行情）答申第４８０号は，特定訴訟に係るメモ等

の不開示決定に関する件であって，本件とは事案を全く異にすると

いえる。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

   諮問庁の説明は，理由説明書及び補充理由説明書によると，おおむね以

下のとおりである。 

 １ 理由説明書 

 （１）意見の趣旨 

    異議申立てに係る本件部分開示決定は正当である。 

 （２）意見の理由 

   ア 異議申立てに係る経緯及びその趣旨について 

   （ア）本件開示請求の内容について 

      本件開示請求は，異議申立人である開示請求者から，「自動車損

害賠償訴訟事務提要（最新版）」と特定された行政文書の開示請求

であるところ，現在法務省において「組織的に用いるものとし

て，・・保有している」自動車損害賠償訴訟事務提要の最新版は改

訂版であることから，「自動車損害賠償訴訟事務提要（改訂版）」

（以下，第３においては「対象文書」という。）と特定したもので

ある。 

   （イ）本件部分開示決定の経緯について 

      本件開示請求に対し，法１１条を適用して，平成２６年６月１７

日までに可能な部分について開示決定等をし，残りの部分について

は，平成２７年４月１７日までに開示決定等をすることとし，本件

対象文書については同月１５日付けで本件部分開示決定をしたもの

である。 

   （ウ）異議申立ての趣旨について 

      異議申立人は，異議申立ての理由として本件部分開示決定の不開

示の理由が具体的でない旨主張している。 
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      しかしながら，以下に述べるとおり，不開示の理由の記載として

具体性に欠けるところはなく，また，本件部分開示決定において不

開示とした部分（以下「本件不開示部分」という。）が法５条５号，

６号ロ及び６号柱書きに該当することは明らかであるから，本件部

分開示決定は正当である。 

   イ 不開示の理由の記載に不備はないこと 

     本件部分開示決定の不開示の理由欄には，不開示事由の何に該当す

るかをその根拠条項とともに記載している。 

     部分開示決定は開示請求に対する一部拒否処分に当たるところ，拒

否処分には理由の提示を要する（行政手続法８条１項本文）。これ

は，不開示理由の有無について行政庁の判断の慎重と公正妥当を担

保してその恣意的な判断を抑制するとともに，処分の理由を開示請

求者に知らせることによってその不服申立てに便宜を与える趣旨と

される（最高裁判所昭和６０年１月２２日第三小法廷判決・民集３

９巻１号１ページ，最高裁判所平成４年１２月１０日第一小法廷判

決・判例時報１４５３号１１６ページ参照）。他方，開示請求に対

する拒否処分では，不開示情報の内容を明らかにできないことから，

その理由の提示は，どのような根拠により不開示事由のどれに該当

するかを記載すれば足りるとされる（前掲最高裁平成４年１２月１

０日第一小法廷判決，平成２１年度（独情）答申第３７号参照）。 

     本件部分開示決定の不開示の理由には，どのような根拠により不開

示事由のどれに該当するかを記載しており，開示請求に対する拒否

処分の理由の記載として具体性に欠けるところはない。 

   ウ 本件不開示部分が法５条５号，６号ロ及び６号柱書きに該当するこ

と 

   （ア）対象文書について 

      対象文書は，訟務資料として保有している文書である。訟務資料

は，国の利害に関係のある争訟について，国の立場から裁判所に対

して申立てや主張立証などの活動を統一的，一元的に行うため，法

務省訟務局，法務局及び地方法務局において訟務事務に従事する職

員が自動車損害賠償訴訟を担当する際の執務資料として，法務省大

臣官房財産訟務管理官において作成した訟務部局の内部資料である。

そのため，訟務資料の使用は上記の訟務事務従事職員にのみ許され，

法務局等の訟務事務従事職員以外の職員や行政庁の職員に配布され

たことはなく，現在まで図書館等で一般の閲覧に供されるなどして

公にされたこともない。また，訟務事務従事職員が異動等で訟務事

務に従事しないこととなった場合，訟務資料の異動先への持ち出し

が許されていないなど，厳格な管理がされている文書である。 
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   （イ）本件不開示部分が法５条５号，６号ロ及び６号柱書きに該当する

こと 

     Ａ 本件不開示部分について 

       本件不開示部分には，国等を当事者とする自動車損害賠償訴訟

について，個別の問題点に関する訟務部局の見解及び当該見解

を採用する理由や訴訟対応及び主張立証の際留意すべき点及び

着眼すべき点等の自動車損害賠償訴訟に対する国等の対応方針

等を決定していくための情報が記載されている。 

       また，本件不開示部分には，自動車損害賠償訴訟に関連して，

国の債権管理事務に関する情報も含まれており，具体的には，

債権管理に係る個別の問題点に関する行政庁等の見解及び当該

見解を採用する理由や，債権管理事務を処理するに当たって留

意すべき点及び着眼すべき点等，債権管理事務に関する国の対

応方針を決定していくための情報が記載されている。 

       これらの情報は，国が自動車損害賠償訴訟の追行や債権管理事

務の遂行をするに当たってのいわゆる手の内情報であって，一

般に公にされることが予定されていないものである。 

     Ｂ 法５条５号に該当することについて 

     （ａ）本件不開示部分には，上記のとおり，個々の自動車損害賠償

訴訟に対する国等の対応方針等を決定していくために用いられ

る情報が記載されている。上記対応方針等は，本来，訟務部局

内部あるいは行政庁と訟務部局との協議検討の結果を踏まえて

決定されるものであるところ，本件不開示部分を公にすること

となれば，訟務部局内部あるいは行政庁と訟務部局との協議検

討の際に本件不開示部分がどのように斟酌されて対応方針等が

決定されたかが取り沙汰され，その結果，国等の訴訟対応方針

等について一方的な評価や誤った推認，誤解を招きかねず，そ

れによって，不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある。

また，上記協議検討においては，個々の自動車損害賠償訴訟の

個別具体的な諸事情を前提に自由に討議することが必要である

が，上記評価や推認，誤解をおもんぱかって，訟務部局内部あ

るいは訟務部局及び行政庁との自由かつ率直な協議の妨げとな

り，今後の訴訟追行に重大な支障を及ぼすおそれがある。さら

に，今後，対象文書を改訂する際には，それまでの判例及び裁

判例の動向並びにそれまでに生じた法的問題点等についての検

討結果等を踏まえて，本件不開示部分を協議検討すべきである

ところ，本件不開示部分を公にすることとなれば，改訂の際の

自由かつ率直な協議検討が不当に損なわれるおそれがある。 
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     （ｂ）以上によれば，本件不開示部分は，法５条５号に該当する。 

     Ｃ 法５条６号ロに該当することについて 

     （ａ）訴訟は対立当事者それぞれの判断による主張立証を予定して

おり，対応方針等の決定のために用いられる手の内情報を公に

することは予定されていないところ，上記のとおり本件不開示

部分は国等の訴訟対応方針等に係る手の内情報であり，これを

公にした結果，これが訴訟の相手方に伝わることとなれば，現

に係属中の自動車損害賠償訴訟において国等の当事者としての

地位が害されることは明らかであるし，今後国等を被告として

提起される各種自動車損害賠償訴訟において国側の手の内情報

が訴訟手続を経ずに事前に訴訟の相手方に伝わっていることと

なり，今後の訴訟においても国等の当事者としての地位が害さ

れることにもなる（平成１８年度（行情）答申第４８０号参

照）。 

        また，仮に本件不開示部分が公にされることとなれば，そこ

に記載された文言のみによって，あたかもそれが国等の訴訟対

応方針等であるかのように理解されたり，あるいは，これによ

って国等の訴訟対応方針等が誤って推認されるなどして，国等

の訴訟対応方針等についての一方的な評価を招き，個々の具体

的紛争等に対する国等の適切な対応を困難にさせるおそれもあ

る。 

        さらに，国等の訴訟対応方針等が公にされることとなれば，

今後，対象文書を改訂する場合には，改訂後の対象文書に，

個々の自動車損害賠償訴訟に対する国等の対応方針等を決定し

ていくために用いられる情報を登載しないなど，訟務事務従事

職員が自動車損害賠償訴訟を担当する際の執務資料としては不

十分なものにせざるを得ないおそれがあり，その結果，個々の

自動車損害賠償訴訟について国等の適切な対応を困難にさせる

おそれもある。 

     （ｂ）以上によれば，本件不開示部分は，法５条６号ロにも該当す

る。 

     Ｄ 法５条６号柱書きに該当することについて   

     （ａ）国の債権管理事務においても，その事務の性質上，対応方針

等の決定のために用いられる手の内情報を公にすることは予定

されていないところ，前述のとおり本件不開示部分には，債権

管理事務に関する国の対応方針等を決定していくために用いら

れる手の内情報も含まれている。 

        これらの情報が公になれば，そこに記載された文言のみによ
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って，あたかもそれが国等の対応方針等であるかのように理解

されたり，あるいは，これによって国等の対応方針等が誤って

推認されるなどして，国等の債権管理事務の対応方針等につい

ての一方的な評価を招き，個々の債権管理事案の処理における

国の適切な対応を困難にさせるおそれがある。 

        また，これら情報が公になるとなれば，適正な債権管理事務

の前提となる行政庁内部の協議・検討や情報の共有が適時適切

に行われなくなるなどして，国の債権管理事務の適正な遂行に

支障が生じるおそれもある。 

     （ｂ）よって，本件不開示部分は，法５条６号柱書きにも該当する。 

 （３）結語 

    以上のとおりであるから，不開示の理由の記載に不備はなく，また，

本件不開示部分は法５条５号，６号ロ及び６号柱書きに該当するので，

本件部分開示決定は正当である。 

 ２ 補充理由説明書 

   平成２７年（行情）諮問第４５６号について，以下のとおり理由を補充

する。 

   なお，略称は，本書面で新たに用いるもののほか，従前の例による。 

 （１）類似書籍等について 

    類似手引，類似書籍等は，存在しない。 

 （２）各不開示部分の不開示情報該当性について 

    諮問庁は，理由説明書の（２）ウにおいて，本件不開示部分が法５条

５号，６号ロ及び６号柱書きに該当する旨述べたところであるが，以下，

不開示とした記載の各部分について，その理由を述べる。 

   ア 対象文書１ページないし１０４ページまでの各不開示部分 

     この部分には，自動車損害賠償事件に関する訴訟の遂行や即決和解

を行う上で，履行遅滞に陥る時期や延滞金の計算等の様々な場面で

の国の処理方針や留意点等が記載されており，これは，国等の対応

方針を決定していくために用いられる手の内情報である。また，そ

れらの記載は，国の債権管理事務に関する処理方針や留意点等でも

ある。これが公にされることとなれば，国等の手の内情報が訴訟手

続を経ずに訴訟の相手方に伝わり，国等の当事者としての地位が害

されることとなるし，国等の対応方針等に対する誤った推認や誤解

を招き，個々の事案における国等の適切な対応を困難にさせるおそ

れがあること，及び，国の対応方針等に対する誤った推認や誤解を

招き，個々の債権管理事案における国の適切な対応を困難にさせる

おそれがあり，また，行政庁内部の協議・検討や情報の共有が適時

適切に行われなくなり，国の債権管理事務の適正な遂行に支障が生
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じるおそれがあることから，法５条６号ロ及び法５条６号柱書きに

該当する。 

   イ 対象文書１４２ページの各不開示部分 

     この部分には，自動車損害賠償事件に関し，遅延損害金の発生の有

無や時期，充当の方法等の様々な場面での国の処理方針等の具体的

な協議・検討事項等が記載されている。それらの記載は，国の債権

管理事務に関する処理方針や留意点等でもある。また，それらの記

載は，自動車損害賠償事件に関する訴訟の遂行における，国の処理

方針や留意点等でもあり，これは，国等の対応方針を決定していく

ために用いられる手の内情報である。これが公にされることとなれ

ば，一方的な評価や誤った推認，誤解を招き不当に国民の間に混乱

を生じさせるおそれや訟務部局内部や訟務部局と関係行政庁の間の

自由かつ率直な協議の妨げとなること，国の対応方針等に対する誤

った推認や誤解を招き，個々の債権管理事案における国の適切な対

応を困難にさせるおそれがあり，また，行政庁内部の協議・検討や

情報の共有が適時適切に行われなくなり，国の債権管理事務の適正

な遂行に支障が生じるおそれがあること，及び，国等の手の内情報

が訴訟手続を経ずに訴訟の相手方に伝わり，国等の当事者としての

地位が害されることとなるし，国等の対応方針等に対する誤った推

認や誤解を招き，個々の事案における国等の適切な対応を困難にさ

せるおそれがあることから，法５条５号，法５条６号柱書き及び法

５条６号ロに該当する。 

   ウ 対象文書１４４ないし１６５ページの各不開示部分 

     この部分には，自動車損害賠償法（以下「自賠法」という。）３条

に基づく運行供用者や他人の責任について，様々な場面における国

の処理方針等の具体的な協議・検討事項等が記載されている。それ

らの記載は，国の債権管理事務に関する処理方針や留意点等でもあ

る。また，それらの記載は，自動車損害賠償事件に関する訴訟の遂

行における，国の処理方針や留意点等でもあり，これは，国等の対

応方針を決定していくために用いられる手の内情報である。これが

公にされることとなれば，一方的な評価や誤った推認，誤解を招き

不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれや訟務部局内部や訟務部

局と関係行政庁の間の自由かつ率直な協議の妨げとなること，国の

対応方針等に対する誤った推認や誤解を招き，個々の債権管理事案

における国の適切な対応を困難にさせるおそれがあり，また，行政

庁内部の協議・検討や情報の共有が適時適切に行われなくなり，国

の債権管理事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあること，及

び，国等の手の内情報が訴訟手続を経ずに訴訟の相手方に伝わり，
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国等の当事者としての地位が害されることとなるし，国等の対応方

針等に対する誤った推認や誤解を招き，個々の事案における国等の

適切な対応を困難にさせるおそれがあることから，法５条５号，法

５条６号柱書き及び法５条６号ロに該当する。 

   エ 対象文書１６６ないし１７０ページの各不開示部分 

     この部分には，自動車損害賠償事件に関する使用者の責任関係につ

いて，様々な場面における国の処理方針等の具体的な協議・検討事

項等が記載されている。それらの記載は，国の債権管理事務に関す

る処理方針や留意点等でもある。また，それらの記載は，自動車損

害賠償事件に関する訴訟の遂行における，国の処理方針や留意点等

でもあり，これは，国等の対応方針を決定していくために用いられ

る手の内情報である。これが公にされることとなれば，一方的な評

価や誤った推認，誤解を招き不当に国民の間に混乱を生じさせるお

それや訟務部局内部や訟務部局と関係行政庁の間の自由かつ率直な

協議の妨げとなること，国の対応方針等に対する誤った推認や誤解

を招き，個々の債権管理事案における国の適切な対応を困難にさせ

るおそれがあり，また，行政庁内部の協議・検討や情報の共有が適

時適切に行われなくなり，国の債権管理事務の適正な遂行に支障が

生じるおそれがあること，及び，国等の手の内情報が訴訟手続を経

ずに訴訟の相手方に伝わり，国等の当事者としての地位が害される

こととなるし，国等の対応方針等に対する誤った推認や誤解を招き，

個々の事案における国等の適切な対応を困難にさせるおそれがある

ことから，法５条５号，法５条６号柱書き及び法５条６号ロに該当

する。 

   オ 対象文書１７１ないし１７４ページの各不開示部分 

     この部分には，自動車損害賠償事件における損害賠償額に関し，過

失相殺の可否等について，様々な場面における国の処理方針等の具

体的な協議・検討事項等が記載されている。それらの記載は，国の

債権管理事務に関する処理方針や留意点等でもある。また，それら

の記載は，自動車損害賠償事件に関する訴訟の遂行における，国の

処理方針や留意点等でもあり，これは，国等の対応方針を決定して

いくために用いられる手の内情報である。これが公にされることと

なれば，一方的な評価や誤った推認，誤解を招き不当に国民の間に

混乱を生じさせるおそれや訟務部局内部や訟務部局と関係行政庁の

間の自由かつ率直な協議の妨げとなること，国の対応方針等に対す

る誤った推認や誤解を招き，個々の債権管理事案における国の適切

な対応を困難にさせるおそれがあり，また，行政庁内部の協議・検

討や情報の共有が適時適切に行われなくなり，国の債権管理事務の
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適正な遂行に支障が生じるおそれがあること，及び，国等の手の内

情報が訴訟手続を経ずに訴訟の相手方に伝わり，国等の当事者とし

ての地位が害されることとなるし，国等の対応方針等に対する誤っ

た推認や誤解を招き，個々の事案における国等の適切な対応を困難

にさせるおそれがあることから，法５条５号，法５条６号柱書き及

び法５条６号ロに該当する。 

   カ 対象文書１７５ないし２０３ページの各不開示部分 

     この部分には，自動車損害賠償事件において自賠法７６条により国

が代位取得する損害賠償債権に関する遅延損害金，示談，即決和解

及び消滅時効の内容や法的性質等について，様々な場面における国

の処理方針等の具体的な協議・検討事項等が記載されている。それ

らの記載は，国の債権管理事務に関する処理方針や留意点等でもあ

る。また，それらの記載は，自動車損害賠償事件に関する訴訟の遂

行における，国の処理方針や留意点等でもあり，これは，国等の対

応方針を決定していくために用いられる手の内情報である。これが

公にされることとなれば，一方的な評価や誤った推認，誤解を招き

不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれや訟務部局内部や訟務部

局と関係行政庁の間の自由かつ率直な協議の妨げとなること，国の

対応方針等に対する誤った推認や誤解を招き，個々の債権管理事案

における国の適切な対応を困難にさせるおそれがあり，また，行政

庁内部の協議・検討や情報の共有が適時適切に行われなくなり，国

の債権管理事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあること，及

び，国等の手の内情報が訴訟手続を経ずに訴訟の相手方に伝わり，

国等の当事者としての地位が害されることとなるし，国等の対応方

針等に対する誤った推認や誤解を招き，個々の事案における国等の

適切な対応を困難にさせるおそれがあることから，法５条５号，法

５条６号柱書き及び法５条６号ロに該当する。 

   キ 対象文書２０４ページないし２１３ページの各不開示部分 

     この部分には，自動車損害賠償事件において求償権に基づき国が代

位請求する際の対応等について，様々な場面における国の処理方針

等の具体的な協議・検討事項等が記載されている。それらの記載は，

国の債権管理事務に関する処理方針や留意点等でもある。また，そ

れらの記載は，自動車損害賠償事件に関する訴訟の遂行における，

国の処理方針や留意点等でもあり，これは，国等の対応方針を決定

していくために用いられる手の内情報である。これが公にされるこ

ととなれば，一方的な評価や誤った推認，誤解を招き不当に国民の

間に混乱を生じさせるおそれや訟務部局内部や訟務部局と関係行政

庁の間の自由かつ率直な協議の妨げとなること，国の対応方針等に
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対する誤った推認や誤解を招き，個々の債権管理事案における国の

適切な対応を困難にさせるおそれがあり，また，行政庁内部の協

議・検討や情報の共有が適時適切に行われなくなり，国の債権管理

事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあること，及び，国等の

手の内情報が訴訟手続を経ずに訴訟の相手方に伝わり，国等の当事

者としての地位が害されることとなるし，国等の対応方針等に対す

る誤った推認や誤解を招き，個々の事案における国等の適切な対応

を困難にさせるおそれがあることから，法５条５号，法５条６号柱

書き及び法５条６号ロに該当する。 

   ク 対象文書２１４ページないし２２１ページの各不開示部分 

     この部分には，自動車損害賠償事件における様々な補償と自賠法に

基づく保険金の調整関係について，様々な場面における国の処理方

針等の具体的な協議・検討事項等が記載されている。それらの記載

は，国の債権管理事務に関する処理方針や留意点等でもある。また，

それらの記載は，自動車損害賠償事件に関する訴訟の遂行における，

国の処理方針や留意点等でもあり，これは，国等の対応方針を決定

していくために用いられる手の内情報である。これが公にされるこ

ととなれば，一方的な評価や誤った推認，誤解を招き不当に国民の

間に混乱を生じさせるおそれや訟務部局内部や訟務部局と関係行政

庁の間の自由かつ率直な協議の妨げとなること，国の対応方針等に

対する誤った推認や誤解を招き，個々の債権管理事案における国の

適切な対応を困難にさせるおそれがあり，また，行政庁内部の協

議・検討や情報の共有が適時適切に行われなくなり，国の債権管理

事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあること，及び，国等の

手の内情報が訴訟手続を経ずに訴訟の相手方に伝わり，国等の当事

者としての地位が害されることとなるし，国等の対応方針等に対す

る誤った推認や誤解を招き，個々の事案における国等の適切な対応

を困難にさせるおそれがあることから，法５条５号，法５条６号柱

書き及び法５条６号ロに該当する。 

   ケ 対象文書２２５ページないし２２６ページの各不開示部分 

     この部分には，自動車損害賠償事件における調査や徴収等の運用の

実務について，様々な場面における国の処理方針等の具体的な協

議・検討事項等が記載されている。それらの記載は，国の債権管理

事務に関する処理方針や留意点等でもある。また，それらの記載は，

自動車損害賠償事件に関する訴訟の遂行における，国の処理方針や

留意点等でもあり，これは，国等の対応方針を決定していくために

用いられる手の内情報である。これが公にされることとなれば，国

等の手の内情報が訴訟手続を経ずに訴訟の相手方に伝わり，国等の
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当事者としての地位が害されることとなるし，国等の対応方針等に

対する誤った推認や誤解を招き，個々の事案における国等の適切な

対応を困難にさせるおそれがあること，及び，一方的な評価や誤っ

た推認，誤解を招き不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれや訟

務部局と関係行政庁の自由かつ率直な協議の妨げとなることから，

法５条６号ロ及び法５条５号に該当する。 

   コ 対象文書２２７ページの各不開示部分 

     この部分には，自動車損害賠償事件における運行供用者の責任につ

いて，様々な場面における国の処理方針等の具体的な協議・検討事

項等が記載されている。それらの記載は，国の債権管理事務に関す

る処理方針や留意点等でもある。また，それらの記載は，自動車損

害賠償事件に関する訴訟の遂行における，国の処理方針や留意点等

でもあり，これは，国等の対応方針を決定していくために用いられ

る手の内情報である。これが公にされることとなれば，一方的な評

価や誤った推認，誤解を招き不当に国民の間に混乱を生じさせるお

それや訟務部局内部や訟務部局と関係行政庁の間の自由かつ率直な

協議の妨げとなること，国の対応方針等に対する誤った推認や誤解

を招き，個々の債権管理事案における国の適切な対応を困難にさせ

るおそれがあり，また，行政庁内部の協議・検討や情報の共有が適

時適切に行われなくなり，国の債権管理事務の適正な遂行に支障が

生じるおそれがあること，及び，国等の手の内情報が訴訟手続を経

ずに訴訟の相手方に伝わり，国等の当事者としての地位が害される

こととなるし，国等の対応方針等に対する誤った推認や誤解を招き，

個々の事案における国等の適切な対応を困難にさせるおそれがある

ことから，法５条５号，法５条６号柱書き及び法５条６号ロに該当

する。 

   サ 対象文書２２８ページないし２５０ページの各不開示部分 

     この部分には，自動車損害賠償事件における填補金の算定や過失相

殺の方法等について，様々な場面における国の処理方針等の具体的

な協議・検討事項等が記載されている。それらの記載は，国の債権

管理事務に関する処理方針や留意点等でもある。また，それらの記

載は，自動車損害賠償事件に関する訴訟の遂行における，国の処理

方針や留意点等でもあり，これは，国等の対応方針を決定していく

ために用いられる手の内情報である。これが公にされることとなれ

ば，一方的な評価や誤った推認，誤解を招き不当に国民の間に混乱

を生じさせるおそれや訟務部局内部や訟務部局と関係行政庁の間の

自由かつ率直な協議の妨げとなること，国の対応方針等に対する誤

った推認や誤解を招き，個々の債権管理事案における国の適切な対
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応を困難にさせるおそれがあり，また，行政庁内部の協議・検討や

情報の共有が適時適切に行われなくなり，国の債権管理事務の適正

な遂行に支障が生じるおそれがあること，及び，国等の手の内情報

が訴訟手続を経ずに訴訟の相手方に伝わり，国等の当事者としての

地位が害されることとなるし，国等の対応方針等に対する誤った推

認や誤解を招き，個々の事案における国等の適切な対応を困難にさ

せるおそれがあることから，法５条５号，法５条６号柱書き及び法

５条６号ロに該当する。 

   シ 対象文書２５１ページないし２９８ページの各不開示部分 

     この部分には，自動車損害賠償事件において国が自賠法７６条によ

り代位請求する際の債権の保全，即決和解及び債権の回収等に関す

る法的諸問題について，様々な場面における国の処理方針等の具体

的な協議・検討事項等が記載されている。それらの記載は，国の債

権管理事務に関する処理方針や留意点等でもある。また，それらの

記載は，自動車損害賠償事件に関する訴訟の遂行における，国の処

理方針や留意点等でもあり，これは，国等の対応方針を決定してい

くために用いられる手の内情報である。これが公にされることとな

れば，一方的な評価や誤った推認，誤解を招き不当に国民の間に混

乱を生じさせるおそれや訟務部局内部や訟務部局と関係行政庁の間

の自由かつ率直な協議の妨げとなること，国の対応方針等に対する

誤った推認や誤解を招き，個々の債権管理事案における国の適切な

対応を困難にさせるおそれがあり，また，行政庁内部の協議・検討

や情報の共有が適時適切に行われなくなり，国の債権管理事務の適

正な遂行に支障が生じるおそれがあること，及び，国等の手の内情

報が訴訟手続を経ずに訴訟の相手方に伝わり，国等の当事者として

の地位が害されることとなるし，国等の対応方針等に対する誤った

推認や誤解を招き，個々の事案における国等の適切な対応を困難に

させるおそれがあることから，法５条５号，法５条６号柱書き及び

法５条６号ロに該当する。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２７年７月２２日   諮問の受理 

   ② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年８月４日       審議 

   ④ 同月６日         異議申立人から意見書を収受 

   ⑤ 同年９月１日       本件対象文書の見分及び審議 

   ⑥ 同年１２月２１日     諮問庁から補充理由説明書を収受 

   ⑦ 平成２８年４月２５日   委員の交代による所要の手続の実施並
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びに本件対象文書の見分及び審議 

   ⑧ 同年６月６日       審議 

   ⑨ 同月１４日        審議 

   ⑩ 同月２８日        審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件対象文書について 

   本件対象文書は，自動車損害賠償訴訟事務提要（改訂版）である。 

   処分庁は，本件対象文書について，その一部を法５条５号並びに６号柱

書き及びロに該当するとして不開示とする決定を行った。 

   これに対し，異議申立人は，原処分の取消しを求めているところ，諮問

庁は，原処分を妥当としていることから，以下，本件対象文書の見分結果

を踏まえ，不開示情報該当性について検討する。 

 ２ 不開示情報該当性について 

 （１）別紙１の１に掲げる各不開示部分について 

   ア 諮問庁の説明の要旨 

     上記部分には，自動車損害賠償事件に関する訴訟の遂行や即決和解

を行う上で，履行遅滞に陥る時期や延滞金の計算等の様々な場面で

の国の処理方針や留意点等が記載されており，これは，国等の対応

方針を決定していくために用いられる手の内情報である。また，そ

れらの記載は，国の債権管理事務に関する処理方針や留意点等でも

ある。これが公にされることとなれば，国等の手の内情報が訴訟手

続を経ずに訴訟の相手方に伝わり，国等の当事者としての地位が害

されることとなるし，国等の対応方針等に対する誤った推認や誤解

を招き，個々の事案における国等の適切な対応を困難にさせるおそ

れがあること，及び，国の対応方針等に対する誤った推認や誤解を

招き，個々の債権管理事案における国の適切な対応を困難にさせる

おそれがあり，また，行政庁内部の協議・検討や情報の共有が適時

適切に行われなくなり，国の債権管理事務の適正な遂行に支障が生

じるおそれがあることから，法５条６号ロ及び法５条６号柱書きに

該当する。 

   イ 検討 

     上記部分のうち，別紙２の１に掲げる部分については，訴訟の内容

に関わらない一般的な注意事項や様式に関する記載，法令の規定か

ら明らかな記載，法務図書館の所蔵図書によって既に明らかになっ

ている内容に関する記載等にすぎず，これを公にしても，国の債権

管理事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められず，

また，国の争訟に係る事務に関し，国等の当事者としての地位を不

当に害するおそれもないことから，法５条６号柱書き及びロのいず
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れにも該当せず，開示すべきである。 

     その余の部分については，自動車損害賠償訴訟に関する処理方針や

訟務部局の見解，訴訟を遂行するに当たっての留意事項等が具体的

に記載されており，これを公にした場合，国等が訴訟を遂行するに

当たっての体制や訟務部局の着眼点等が明らかとなり，国の争訟に

係る事務に関し，国等の当事者としての地位を不当に害するおそれ

があると認められることから，法５条６号ロに該当し，同号柱書き

について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

 （２）別紙１の２に掲げる各不開示部分について 

   ア 諮問庁の説明の要旨 

     上記部分には，自動車損害賠償事件に関し，遅延損害金の発生の有

無や時期，充当の方法等の様々な場面での国の処理方針等の具体的

な協議・検討事項等が記載されている。それらの記載は，国の債権

管理事務に関する処理方針や留意点等でもある。また，それらの記

載は，自動車損害賠償事件に関する訴訟の遂行における，国の処理

方針や留意点等でもあり，これは，国等の対応方針を決定していく

ために用いられる手の内情報である。これが公にされることとなれ

ば，一方的な評価や誤った推認，誤解を招き不当に国民の間に混乱

を生じさせるおそれや訟務部局内部や訟務部局と関係行政庁の間の

自由かつ率直な協議の妨げとなること，国の対応方針等に対する誤

った推認や誤解を招き，個々の債権管理事案における国の適切な対

応を困難にさせるおそれがあり，また，行政庁内部の協議・検討や

情報の共有が適時適切に行われなくなり，国の債権管理事務の適正

な遂行に支障が生じるおそれがあること，及び，国等の手の内情報

が訴訟手続を経ずに訴訟の相手方に伝わり，国等の当事者としての

地位が害されることとなるし，国等の対応方針等に対する誤った推

認や誤解を招き，個々の事案における国等の適切な対応を困難にさ

せるおそれがあることから，法５条５号，法５条６号柱書き及び法

５条６号ロに該当する。 

   イ 検討 

     上記部分のうち，別紙２の２に掲げる部分については，判例・通説

に関する一般的な内容に関する記載等であるから，これを公にして

も，自由で率直な意見交換を行うことの妨げとなり，意思決定の中

立性が不当に損なわれるおそれはなく，また，国の債権管理事務の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれや国等の当事者としての地位を不

当に害するおそれもないことから，法５条５号並びに６号柱書き及

びロのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

     その余の部分については，自動車損害賠償訴訟における訴訟処理方
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針や訟務部局の見解，訴訟処理上の留意事項等が具体的に記載され

ており，これを公にした場合，国等が訴訟を遂行するに当たっての

体制や訟務部局の着眼点等が明らかとなり，争訟に係る事務に関し，

国等の当事者としての地位を不当に害するおそれがあると認められ

ることから，法５条６号ロに該当し，同条５号及び６号柱書きにつ

いて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

 （３）別紙１の３に掲げる各不開示部分について 

   ア 諮問庁の説明の要旨 

     上記部分には，自動車損害賠償事件における調査や徴収等の運用の

実務について，様々な場面における国の処理方針等の具体的な協

議・検討事項等が記載されている。それらの記載は，国の債権管理

事務に関する処理方針や留意点等でもある。また，それらの記載は，

自動車損害賠償事件に関する訴訟の遂行における，国の処理方針や

留意点等でもあり，これは，国等の対応方針を決定していくために

用いられる手の内情報である。これが公にされることとなれば，国

等の手の内情報が訴訟手続を経ずに訴訟の相手方に伝わり，国等の

当事者としての地位が害されることとなるし，国等の対応方針等に

対する誤った推認や誤解を招き，個々の事案における国等の適切な

対応を困難にさせるおそれがあること，及び，一方的な評価や誤っ

た推認，誤解を招き不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれや訟

務部局と関係行政庁の自由かつ率直な協議の妨げとなることから，

法５条６号ロ及び法５条５号に該当する。 

   イ 検討 

     上記部分には，自動車損害賠償訴訟に関する個別の論点やそれに対

する考え方，その処理方針等が具体的に記載されていると認められ，

これを公にした場合，争訟に係る事務に関し，国等の当事者として

の地位を不当に害するおそれがあると認められることから，法５条

６号ロに該当し，同条５号について判断するまでもなく，不開示と

することが妥当である。 

 （４）別紙１の４に掲げる不開示部分について 

   ア 諮問庁の説明の要旨 

     上記部分には，自動車損害賠償事件における債権の回収等に関する

法的諸問題について，国の処理方針等の具体的な協議・検討事項等

が記載されている。それらの記載は，国の債権管理事務に関する処

理方針や留意点等でもある。また，それらの記載は，自動車損害賠

償事件に関する訴訟の遂行における，国の処理方針や留意点等でも

あり，これは，国等の対応方針を決定していくために用いられる手

の内情報である。これが公にされることとなれば，一方的な評価や
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誤った推認，誤解を招き不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ

や訟務部局内部や訟務部局と関係行政庁の間の自由かつ率直な協議

の妨げとなること，国の対応方針等に対する誤った推認や誤解を招

き，個々の債権管理事案における国の適切な対応を困難にさせるお

それがあり，また，行政庁内部の協議・検討や情報の共有が適時適

切に行われなくなり，国の債権管理事務の適正な遂行に支障が生じ

るおそれがあること，及び，国等の手の内情報が訴訟手続を経ずに

訴訟の相手方に伝わり，国等の当事者としての地位が害されること

となるし，国等の対応方針等に対する誤った推認や誤解を招き，

個々の事案における国等の適切な対応を困難にさせるおそれがある

ことから，法５条５号，法５条６号柱書き及び法５条６号ロに該当

する。 

   イ 検討 

     上記部分には，強制執行により差し押さえた給与の効率的な差押方

法に関する具体的な情報が記載されていると認められ，これを公に

した場合，国の債権管理事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

あると認められることから，法５条６号柱書きに該当し，同条５号

及び６号ロについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当

である。 

 ３ 異議申立人のその他の主張について 

   異議申立人は，その他種々主張するが，当審査会の上記判断を左右する

ものではない。 

 ４ 本件一部開示決定の妥当性について 

   以上のことから，本件対象文書につき，その一部を法５条５号並びに６

号柱書き及びロに該当するとして不開示とした決定については，別紙２に

掲げる部分は同条５号並びに６号柱書き及びロのいずれにも該当せず，開

示すべきであるが，その余の部分は同号柱書き及びロに該当すると認めら

れるので，同条５号について判断するまでもなく，不開示とすることは妥

当であると判断した。 

（第１部会） 

委員 岡田雄一，委員 池田陽子，委員 下井康史 
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別紙１（本件不開示部分） 

 

１ 第５の２（１）に該当する不開示部分 

  １ページ４行目から１４ページ末行まで，１５ページ３行目から１７行目

まで，１５ページ２１行目から１７ページ３０行目まで，１８ページ５行目

から２２行目まで，１９ページ１行目から２０ページ３行目まで，２１ペー

ジ１行目から２５ページ１０行目まで，２６ページ１行目から２７ページ末

行まで，２８ページ３行目から３０行目まで，２９ページ３行目から３０ペ

ージ４行目まで，３０ページ７行目から３２ページ２９行目まで，３２ペー

ジ３３行目から３３ページ２０行目まで，３４ページ１行目から１９行目ま

で，３５ページ６行目から４４ページ２０行目まで，４４ページ２３行目か

ら８９ページ１５行目まで，８９ページ１８行目から９９ページ２５行目ま

で及び９９ページ２９行目から１０４ページ２３行目まで 

 

２ 第５の２（２）に該当する不開示部分 

  １４２ページ２行目，１４２ページ３行目から４行目まで，１４２ページ

１０行目，１４２ページ２３行目から２８行目まで，１４４ページ４行目か

ら１４５ページ１２行目まで，１４５ページ１４行目，１４５ページ１７行

目から１４６ページ５行目まで，１４６ページ７行目，１４６ページ１０行

目から１４７ページ１５行目まで，１４７ページ１７行目，１４７ページ２

０行目から１４８ページ６行目まで，１４８ページ８行目，１４８ページ１

１行目から１５５ページ２９行目まで，１５５ページ３１行目，１５５ペー

ジ３３行目から１６１ページ３３行目まで，１６２ページ２行目から１６３

ページ２８行目まで，１６３ページ３０行目，１６３ページ３２行目から１

６４ページ２４行目まで，１６４ページ２６行目，１６４ページ２８行目か

ら１６５ページ１５行目まで，１６５ページ１７行目，１６６ページ４行目

から１５行目まで，１６６ページ１７行目，１６６ページ２０行目から１６

７ページ１７行目まで，１６７ページ１９行目，１６７ページ２２行目から

１６８ページ１０行目まで，１６８ページ１２行目，１６８ページ１５行目

から１６９ページ７行目まで，１６９ページ９行目，１６９ページ１２行目

から１７０ページ１１行目まで，１７０ページ１３行目，１７１ページ４行

目から３１行目まで，１７２ページ２行目，１７２ページ５行目から１５行

目まで，１７２ページ１７行目，１７２ページ１９行目から２４行目まで，

１７２ページ２６行目，１７２ページ２９行目から１７３ページ２５行目ま

で，１７３ページ２７行目，１７３ページ３０行目から１７４ページ１４行

目まで，１７４ページ１６行目，１７５ページ６行目から１７６ページ２行

目まで，１７６ページ４行目，１７６ページ８行目から３２行目まで，１７

７ページ１行目，１７７ページ４行目から１７行目まで，１７７ページ１９
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行目，１７７ページ２３行目から１７９ページ３行目まで，１７９ページ５

行目，１７９ページ８行目から１９行目まで，１７９ページ２１行目，１７

９ページ２５行目から１８２ページ１５行目まで，１８２ページ１７行目か

ら２６行目まで，１８２ページ２８行目，１８２ページ３１行目から１８３

ページ１７行目まで，１８３ページ１９行目，１８３ページ２３行目から１

８７ページ３０行目まで，１８８ページ３行目から１２行目まで，１８８ペ

ージ１４行目，１８８ページ１６行目から１８９ページ１４行目まで，１８

９ページ１６行目，１８９ページ２０行目から１９０ページ 1 行目まで，１

９０ページ３行目，１９０ページ６行目から１９５ページ２５行目まで，１

９５ページ２８行目から１９８ページ５行目まで，１９８ページ７行目，１

９８ページ９行目から１６行目まで，１９８ページ１８行目から２０１ペー

ジ２行目まで，２０１ページ４行目，２０１ページ６行目から２９行目まで，

２０１ページ３１行目，２０２ページ３行目から２０３ページ７行目まで，

２０３ページ９行目，２０４ページ４行目から２５行目まで，２０４ページ

２７行目，２０４ページ３０行目から２０５ページ１２行目まで，２０５ペ

ージ１４行目，２０５ページ１７行目から２０６ページ２５行目まで，２０

６ページ２７行目，２０６ページ２９行目から２０７ページ９行目まで，２

０７ページ１１行目，２０７ページ１４行目から２１行目まで，２０７ペー

ジ２３行目，２０７ページ２６行目から２０８ページ１行目まで，２０８ペ

ージ３行目，２０８ページ６行目から２０９ページ１１行目まで，２０９ペ

ージ１３行目，２０９ページ１６行目から２１行目まで，２０９ページ２３

行目，２０９ページ２６行目から２１０ページ３行目まで，２１０ページ５

行目，２１０ページ８行目から２８行目まで，２１０ページ３０行目，２１

１ページ３行目から９行目まで，２１１ページ１１行目，２１１ページ１４

行目から２１２ページ２１行目まで，２１２ページ２３行目，２１２ページ

２６行目から２１３ページ７行目まで，２１３ページ９行目，２１３ページ

１２行目から２２行目まで，２１３ページ２４行目，２１４ページ４行目か

ら１８行目まで，２１４ページ２０行目，２１４ページ２３行目から２１５

ページ５行目まで，２１５ページ７行目，２１５ページ１０行目から２５行

目まで，２１５ページ２７行目，２１５ページ２９行目から２１７ページ２

５行目まで，２１７ページ２７行目，２１８ページ３行目から２６行目まで，

２１８ページ２８行目，２１８ページ３０行目から２２０ページ６行目まで，

２２０ページ８行目，２２０ページ１０ページから２２１ページ１行目まで，

２２１ページ３行目，２２１ページ５行目から２８行目まで，２２７ページ

２行目から１３行目まで，２２７ページ１６行目から２６行目まで，２２８

ページ４行目から１８行目まで，２２８ページ２０行目から２２９ページ１

６行目まで，２２９ページ１８行目から２３０ページ１０行目まで，２３０

ページ１２行目から１８行目まで，２３０ページ２０行目から２３１ページ
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２８行目まで，２３１ページ３０行目から２３２ページ２４行目まで，２３

２ページ２６行目から２３３ページ１５行目まで，２３３ページ１７行目か

ら２３４ページ６行目まで，２３４ページ９行目から１６行目まで，２３４

ページ１９行目から２３５ページ４行目まで，２３５ページ７行目から２３

６ページ８行目まで，２３６ページ１０行目から３１行目まで，２３７ペー

ジ１行目から３０行目まで，２３８ページ１行目から２３９ページ１３行目

まで，２３９ページ１５行目から２４２ページ６行目まで，２４２ページ８

行目から２３行目まで，２４２ページ２５行目から２４３ページ１２行目ま

で，２４３ページ１４行目から２４５ページ３０行目まで，２４６ページ１

行目から８行目まで，２４６ページ１０行目から２４７ページ２０行目まで，

２４７ページ２２行目から２４８ページ１行目まで，２４８ページ３行目か

ら２４行目まで，２４８ページ２６行目から２４９ページ１４行目まで，２

４９ページ１６行目から２５０ページ４行目まで，２５０ページ９行目から

２３行目まで，２５１ページ３行目から２５２ページ１０行目まで，２５２

ページ１３行目から２１行目まで，２５２ページ２４行目から２５３ページ

４行目まで，２５３ページ６行目から１６行目まで，２５３ページ１９行目

から２７行目まで，２５３ページ２９行目から２５４ページ５行目まで，２

５４ページ８行目から２３行目まで，２５４ページ２８行目から２５５ペー

ジ１１行目まで，２５５ページ１３行目から１９行目まで，２５５ページ２

２行目から３０行目まで，２５６ページ２行目から１２行目まで，２５６ペ

ージ１５行目から２６行目まで，２５６ページ２８行目から２５７ページ１

３行目まで，２５７ページ１６行目から３２行目まで，２５８ページ２行目

から１１行目まで，２５８ページ１３行目から２１行目まで，２５８ページ

２４行目から２５９ページ４行目まで，２５９ページ６行目から２６行目ま

で，２５９ページ２８行目から２６０ページ６行目まで，２６０ページ８行

目から１９行目まで，２６０ページ２１行目から２６１ページ１４行目まで，

２６１ページ１７行目から３２行目まで，２６２ページ１行目ないし下から

１１行目，２６２ページ下から９行目ないし２６３ページ２６行目，２６３

ページ２８行目から２６４ページ１２行目まで，２６４ページ１４行目から

２５行目まで，２６４ページ２７行目から２６５ページ２２行目まで，２６

５ページ２４行目から２６６ページ１６行目まで，２６６ページ１８行目か

ら２６７ページ７行目まで，２６７ページ９行目まで２６８ページ１行目ま

で，２６８ページ３行目から８行目まで，２６８ページ１０行目から３１行

目まで，２６９ページ３行目から１３行目まで，２６９ページ１６行目から

２２行目まで，２６９ページ２４行目から２７１ページ１２行目まで，２７

１ページ１４行目から２３行目まで，２７１ページ２５行目から３１行目ま

で，２７２ページ１行目から３２行目まで，２７３ページ１行目から２２行

目まで，２７３ページ２５行目から２７４ページ４行目まで，２７４ページ
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６行目から２７５ページ１８行目まで，２７５ページ２０行目から２７６ペ

ージ１０行目まで，２７６ページ１２行目から２５行目まで，２７６ページ

２７行目から２７７ページ１３行目まで，２７７ページ１６行目から３１行

目まで，２７８ページ２行目から１７行目まで，２７８ページ２０行目から

３２行目まで，２７９ページ１行目から１４行目まで，２７９ページ１８行

目から２９行目まで，２８０ページ２行目から９行目まで，２８０ページ１

３行目から２０行目まで，２８０ページ２２行目から２８１ページ２行目ま

で，２８１ページ５行目から１４行目まで，２８１ページ１７行目から２８

２ページ１８行目まで，２８３ページ１行目から１０行目まで，２８３ペー

ジ１３行目から２６行目まで，２８３ページ２８行目から２８４ページ１１

行目まで，２８４ページ１４行目から２８行目まで，２８４ページ３０行目

から２８５ページ１１行目まで，２８５ページ１３行目から２６行目まで，

２８５ページ２８行目から２８６ページ２０行目まで，２８６ページ２２行

目から３３行目まで，２８７ページ２行目から２８９ページ２６行目まで，

２８９ページ２８行目から２９２ページ２７行目まで，２９２ページ３０行

目から２９３ページ１２行目まで，２９３ページ１７行目から２８行目まで，

２９３ページ３０行目から２９４ページ１７行目まで，２９４ページ１９行

目から２９行目まで，２９５ページ１行目から２４行目まで，２９５ページ

２７行目から２９６ページ１２行目まで，２９６ページ１５行目から３３行

目まで，２９７ページ２行目から１５行目まで，２９７ページ１７行目から

２９８ページ３行目まで及び２９８ページ５行目から２４行目まで 

 

３ 第５の２（３）に該当する不開示部分 

  ２２５ページ２行目から１７行目まで，２２５ページ１９行目から２２６

ページ４行目まで及び２２６ページ６行目から２２行目まで 

 

４ 第５の２（４）に該当する不開示部分 

  ２８２ページ２０行目から３２行目まで 
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別紙２（開示すべき部分） 

 

１ 第５の２（１）で開示すべきとした部分 

（１）４ページ２行目から１１行目まで 

（２）８ページ１３行目から１８行目まで 

（３）１０ページ１行目から１２ページ末行まで 

（４）１５ページ２１行目から３２行目まで 

（５）１６ページ１６行目から１７ページ３０行目まで 

（６）２１ページ１行目から２５ページ１０行目まで 

（７）２８ページ３行目から３０行目まで 

（８）３０ページ７行目から３２ページ２９行目まで 

（９）６２ページ９行目から６５ページ２８行目まで 

（１０）６６ページ５行目から２７行目まで 

（１１）６７ページ５行目から６９ページ１７行目１５文字目まで 

（１２）６９ページ１９行目から７１ページ１９行目２７文字目まで 

（１３）７３ページ６行目から７４ページ２行目２８文字目まで 

（１４）７４ページ２３行目から２４行目２１文字目まで 

（１５）７４ページ２７行目１９文字目から７５ページ１２行目まで 

（１６）７５ページ１６行目から７６ページ１２行目まで 

（１７）７６ページ２１行目から７７ページ２０行目まで 

（１８）７８ページ１３行目から１４行目６文字目まで 

（１９）７８ページ１７行目から１８行目９文字目まで 

（２０）７８ページ２７行目から７９ページ８行目まで 

（２１）７９ページ１３行目から１９行目１２文字目まで 

（２２）７９ページ２４行目から２６行目まで 

（２３）８０ページ４行目から１２行目まで 

（２４）８０ページ２３行目から８９ページ１５行目まで 

（２５）９９ページ２９行目から１０４ページ２３行目まで 

 

２ 上記第５の２（２）で開示すべきとした部分 

（１）１４２ページ２行目 

（２）１４２ページ３行目から４行目まで 

（３）１４２ページ１０行目 

（４）１７９ページ８行目から１９行目まで 

（５）１７９ページ２１行目 

（６）１８２ページ１７行目から２６行目まで 

（７）１８２ページ２８行目 

（８）２９６ページ１５行目から３３行目まで 




